
馳 域の中で、その人らしく、安心して暮らし続ける"を理念とし、通正な

サービスの提供により、地域高齢者福祉の向上に貢献することを目的とする。

介護サービスの提供内容に関する特色等

マリンピア与次郎 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1,介護サービス内容

2,職種別の従業者の数、勤怠形態、労働時間時間等

※1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数  40時間

(重要事項から抜粋)

2.事業の基本方針

当事業所 Fi、 介謹保険法【″)趣 旨 :こ 従い、科用者が可能な限りその居宅において、そて
')有

する能

力iこ 応じ可能な限り白立した母常生活が進れる、よう、24時弔目体制で定期巡回・随時 でヽ″感里訪問介

謹看碑サービスを提供します。

3.事業所 (ア)名 幣等

事業所の名称 定巡 247リ ンビア与次郎

事業所 の種類 定劇巡回・随時対応型訪問介謹看謹

事業所
`′

)所在地 菱児島市与決郎 2丁 囲9-2

Π尋設年月 日 令和 `1年 12民 20F

介譲保険事業所番号 4690102753号

管理考び
'氏

名 管理葛
‐ 西丸 みどり

電話 番号等 TEL 099-202-0100   ・  FAX 099-202-0101

介護職員処遇改善加算 (1)

介護職員等特定処遇改善加算(11)

介護報酬の加算状況 (有 )

9人オペ レーター

看護師 5人

4人その他従業員

常動 (兼務)実人数

看護師

准看護師

介護福祉士

オペレーターの資格

囚護福祉士

管理者の資格

鹿児島市

サービス提供地域



4.当 事業所の職員体制

轍 種 密 動 非常動 言十

管理音 1(兼 ) 1(兼 )

計画作成責任者 1(兼 ) 1(兼 )

オペ レー ター
介謹福祉士等 1(兼 ) 4(兼 )

看謹窮lF 2(兼 ) l(兼 ) 3(兼 )

看爵菱職員 看繕師、准替
‐
麓師等 2(兼 ) 1(兼 ) 3(兼 )

訪闘弁議員
介謹福祉士等 4(兼 ) i(兼〉 5(兼〕

介麓耳磯員初任者研修終了警 3(兼 ) 3(兼 )

子 定鋼巡閥・随時対応型訪間介議看謹サービス等r/1内 容

事業所は、分麓保険法令任定ある下記のサービスを提供するものとし表す。

(ゆ 定夕』巡回サーザス

居宅サービス君ヤ画|こ基 づ́き、計画作成責任者が作れtした訪闘計画 :こ したがって定期的tこ 居宅

を巡囲訪問し、日常生活上の世話

② 露歯時対応サービス

コ1用 者又はその家族等からの通総を受け、通韓内容等を基 |三 Ⅲ目談援助を行う又は訪問介礎i員

等篭〆)訪問若しく1ま看謹師等による対応す)竪否等を判断するサービス

0鮎時訪F匈弓サービス

訪闘介議員等が利用音てブう居電を訪問とて行う日府生活 kの世話

金 訪問看謹サービス

看譲師等が碧1用 きび)居宅を訪F,三 して行う療養 との世話又は必要な診療の補助

利用料金  ※令和6年度3月 時点

9介謹保険加算等自己負担額(1御 I負担の場合〉

加算項目 争,用 料 単 位 簡 嬰

初期加算 30 l日 利用開始日から 30日 以内ば〕期間

選院時共同指導加算 600 l囲
退院、退所 1こ時に多職極共同で在宅で
の療菱 れの指導を行4)た 後 ,こ刀回の訪

聞看謹を行つた場 合

介謹璃鷺員処遇改善カロ算 (1) 13.7 % 介謹従整者の賃金水準維持び)たあ

介護璃鷺員等特定処遇改善加算 (■ ) 4.2 % 経験・技能ある介謹従業者 t′〕賃金水準
維持のため

※ 月途中からの和〕用開始や、月絵中でのコ1用 中止♂D場 合、日割り計算となります。

※ 和1用 者は、負担害1台 に応してサーどス料金を支払うものとします。

来 介謹保険給付 1ア)区 分支給 I艮 度基準額を超える場 合は、そtr)服 度を超えた額が全額 自己負担

となり女す。

要弁護度
定期巡回訪問介謹・看護

(1月 あたり)

同一建物減算
(1月 あたり)

通所介謹利用l域算
(1日 あたり)

要介謹 l 8,312 -600 -91

要介護 2 12.985 …600 -111

要弁護 3 19,821 ―S00 -216

要介謹 4 24,434 -600 -266

嬰弁謹 5 29,601 ―S00 -322



(別紙様式2-2「⑦キャリアパス要件V」 の欄から転記)

(別紙様式2-3「⑦キャリアパス要件V」 の1開から転記)

(別紙様式2-4「⑦キャリアパス要件V」の欄から転記)

駒
■
■

(7)キャリアパス要件V【新加算 I、 V“ )・ 2)・ G〉・伊)・ ⑩、旧特定 I】

キヤリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)⇒以下の欄がrOJの場合、要件を満たしている。

旧特定加算 Iの要件 (4・ 5月 )

新加算 I、 V(1)・ (2)・ (5)・ (7)・ 19の要件 (6月 以降 )

新加算 Iの要件 (年度内の区分変更後 )

(3)職場環境等要件

⇒ 届出 こ係締 画蝋 間引 こ実施す褥 剰 わ Щ チリ 択 の する韓 数の軸 を徹 報 醜 進に向けた醐 追 質〕辟
リアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やり
がい・働きがいの醸成」の6区分について、それぞれ1つ以上の取組を行うこと。

【見える化要件】 【新加算 I・ I、 V何 )～ 17)・ 191・

“

ω・10、 旧特定 I・ I】

・ 実施する周知方法について、チェック(7)す ること。なお、令和6年度中の見込みでも差し支えない。

4要件を満たすことの確認・証明
・ 以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(ア )すること。

区分 内容

入職促進に向け
た取組

倒 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策 仕組みなどの明確化

」 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

国 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

凹 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上や
キヤリアアップに
向けた支援

日俄ヨ1筆鳥舒拐け暫霜慰異;態昇謳緊嚢撃瞥で著竜毒環挽す‖扉穆義態慾註ビ密肇
飾を耳又得しようとする割こ対する喀族

研修の受講やキヤリア段位制度と人事考課との連動

|」 エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

国 上位者・担当者等によるキャリア画談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様
な働き方の推進

凹 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

コ讐暴8藝痛
等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制

」 有給休暇が取得しやすい環境の整備

倒 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓日の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心身
の健康管理

□ 砲
護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実

L 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のた
めの業務改善の
取組

ロ タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

□ 雇営a溜罫琴監品岳輯覇『

ア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等

5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとつたもの)等の実践による職場環境の整備
凹 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きが
いの醸成

圏 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
」 地域包括ケアの一員としてのモテベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

」 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

」 ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

□ 職場環境等要件の24項 目のうち、実施する取組項目の「介護サービス情報公表システム」(「 事業所の特色」欄)での選択ホームページ
ヘの掲載

□ 職場環境等要件の24項 目のうち、実施する取組項目の自社のホームページヘの掲載

確認事項
証明する資料の例

(指定権者からの求めに
応じて提出)

図螢蒼暗削裔惜墓雀鮪讐皇観竪謝誂属躍嘉繹型:書雫辞卦第鷲
。 就業規則、給与規程、給与

明細等

令和7年度に繰り越す額(2(1)① iア)がある場合は、全額、令和7年度の更なる賃金改善に充てます。期間中に

□ 事業所が休廃上した場合には、一時金等により介護職員その他の職員の賃金として配分します。
就業規則、給与規程、給与

明細等

キヤリアパス要件 I～ Ⅲのうち、満たす必要のある項目について、証明となる書画を作成し、職員に周知しました。

日 ご多)y画
書の提出時点で書面の準備ができていない場合は、令和6年度中(令和7年 3月 末まで)に書面を整備

就業規則、給与規程、資質
向上のための計画等



法、最低賃金法、労働安全衛生法、

日 労働保険料の細付が適正に行われています。
労働保険関係成立届、確定

保険料申告書

日 本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。 会議録、周知文書

反し、罰金以上の刑に処せられていません。

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあつた場合には、速やかに提出すること。

※ 本様式への虚偽記載のほか、:日 3加算及び新加算の請求に関して不正があつた場合並びに指定権者からの求めに応じて書類の提出を行うこ

とができなかつた場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がある。

(確認用) 提出前のチェックリスト
・ 以下の項目にオレンジ色の「 X」 がないか、提出前に確認すること。「 X」 がある場合、当該項目の記載を修正すること。

※ 空欄が表示される項目は、記入が不要であるため対応する必要はない。

本処遇改善計画書の記載内容・確認事項の内容に間違いありません。
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。

令和  6 年  4 月 1 日  法人名 有限会社ライフサポート

代表者  職名 代表取締役   氏名 個望

2賃金改善計画について

( 1 )

令和7年度への繰越し見込額が令和6年度に増加する加算の見込額を超えない計画となつている

令和7年度に繰り越す額を除いた加算額以上の賃金改善を行う計画となつている

令和6年度に増加する加算の見込額を超える賃金改善を行う計画となつている

(2) 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことを誓約している

(3) 賃金改善を行う賃金項目及び方法を記載している

3介護職員等処遇改善加算等の要件について

旧ベースアップ等加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善を行う計画になつていること(1) 月額賃金改善要件Π

令和5年度から継続して旧ベースアップ等加算を算定する事業所について、令和5年度以前からの賃金改善
の取組の継続を誓約していること

令和6年 4・ 5月 から新規にベースアップ等加算を算定する事業所について、旧ベア加算額以上の新規の賃金

改善を行う計画になつていること

介護職員について、賃金改善の見込額の2/3以 上が、ベースアップ等に充てられる計画になつていること

その他の職種について、賃金改善の見込額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられる計画になつていること

(2) 月額賃金改善要件Ⅲ

キヤリアパス要件 I(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件狂(研修の実施等)の両方を満たすこ

と。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年3月 末まで)に介護職員の任用要件・賃金体系を定め

ること及至研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約していること

キヤリアパス要件 I(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)の どちらかを満た

すこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年3月 末まで)に介護職員の任用要件・賃金体系を

定めること又は研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約していること

( 3 ) キヤリアパス要件 I・ I

キヤリアパス要件Ⅲ
キヤリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和
7年3月 末まで)に昇給の仕組みを整備することを誓約していること(4)

(5) キヤリアパス要件Ⅳ
賃金改善額が月額平均8万 円以上又は改善後の賃金が年額440万 円以上となる者の数が事業所あたり1以

上となるような計画になつていること。ただし、満たさない場合は、小規模事業所等である等の理由を記載する
こと

(6) キヤリアパス要件V キャリアパス要件V(介護福祉士の配置等要件)を満たすこと

新加算等の区分ごとに必要な数以上の職場環境等要件の取組を行つていること
(7) 職場環境等要件

情報公表システム等での見える化要件を満たすこと

（―
．

ノ

一
∴

4要件を浅たすことの確認・証明

必要な項目が全て選択されていること

誓約・記名が行われていること


